
鳥取市作業路網整備事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取市作業路網整備事業費補助金（以下「本補助金」と

いう。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、本市民有林の所有及び管理の形態に合わせ、大半を占め

る小規模な森林所有者に対し、森林作業道及び林業専用道（規格相当）を開

設することにより、健全な森づくりへの積極的な取組を促進し、労働負荷や

素材の搬出コスト低減を図ることを目的として交付する。

（補助対象事業）

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

当該年度の鳥取県造林事業費補助金交付要綱（平成１４年８月２日付け森保

第３３６号鳥取県農林水産部長通知）、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱

（平成２２年４月１３日付第２００９００２１８９７４号）又は鳥取県合

板・製材・集成材国際競争力向上・輸出促進対策事業費補助金交付要綱（平

成２８年６月６日付第２０１６０００２４６９５号鳥取県農林水産部長通

知）の対象となる事業（以下「県補助対象事業」という。）であり、別表第１

欄に掲げる事業とする。

（補助対象事業者）

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、別表第１欄に掲げる補助対象事業

の区分に応じ、同表第２欄に掲げるものとする。

（補助金の算定等）

第５条 本補助金は、別表第１欄に掲げる補助対象事業及び同表第３欄に掲げ

る補助対象経費の区分に応じ、同表第４欄に掲げる補助率を乗じて得た額（１

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）とし、予算の

範囲内で交付する。

（交付申請の時期等）

第６条 本補助金の交付申請は、各年度の補助対象事業ごとに、当該年度の３



月２０日までに行わなければならない。

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号の書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。

 （着手届等を要しない場合）

第７条 本補助金の交付に関しては、規則第１０条第１項第３号に規定する市

長が別に定める場合とし、同項に規定する着手届の提出は要しないものとす

る。

２ 本補助金に係る補助事業は、規則第１２条ただし書に規定する市長が指定

する補助事業等とし、同条に定める実績報告書の提出は要しないものとする。

（交付決定の時期等）

第８条 本補助金の交付の決定は、当該補助事業に係る規則第１８条の規定に

よる検査が完了した後に行うものとする。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、農林

水産部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１７年７月２６日から施行し、平成１７年度の補助事業か

ら適用する。

  附 則

この要綱は、平成１９年７月２０日から施行し、平成１９年度の補助事業か

ら適用する。

  附 則

この要綱は、平成２０年１１月２６日から施行し、平成２０年度の補助事業

から適用する。

  附 則

この要綱は、平成２２年７月１日から施行し、平成２２年度の補助事業から

適用する。ただし、第６条の改正規定は、平成２２年７月１日以降事業着手す

るものから適用し、７月１日以前に着手した事業については速やかに申請する

ものとする。

  附 則



この要綱は、平成２５年７月１日から施行し、平成２５年度の補助事業から

適用する。

ただし、前年度の県補助対象事業については従前の例による。

  附 則

この要綱は、平成３０年１月２９日から施行し、平成２９年度の補助事業か

ら適用する。

ただし、前年度の県補助対象事業については従前の例による。

  附 則

この要綱は、平成３０年４月２５日から施行し、平成３０年度の補助事業か

ら適用する。

  附 則

この要綱は、令和２年８月１７日から施行し、令和２年度の補助事業から適

用する。



別表（第３条、第４条、第５条）

1 2 3 4 5 

補助対象事業 事業実施主体 補助対象経費 補助率 備考 

造林事業 １ 森林作業

道 

(1)森林所有者 

(2)森林組合等（森林組合、生産森林組

合及び森林組合連合会をいう。以下同

じ。） 

(3)森林経営計画の認定を受けた者 

(4)特定間伐等促進計画において特定

間伐等の実施主体に位置付けられた者

(5)森林経営管理法（平成３０年法律第３

５号）第３６条第２項の規定により都道府

県が公表した民間事業者 

１ 事業費 

作業道の開設に要する経費

普通林 1.7/10 

保安林 0.5/10 

補助率は、

8.5/10から

県補助率

を減じた率

を上限とす

る。 

林業再生事

業 

１ 林業専用

道(規格相

当) 

(1)(公財)鳥取県造林公社 

(2)選定経営体（県が選定した「意欲と能

力のある林業経営体」として育成を図る

林業経営体） 

１ 事業費 

県が路線毎に定めた路線区

分のうち区分Ｂ及び区分Ｃ

にかかる林業専用道(規格

相当)の開設に要する経費 

事業費から県林業再生事業費補

助金を減じた額の 1/2 とする。 

 ただし、区分Ｂは 1，500 円／ｍ、区

分Ｃは 3,500 円／ｍを上限とする 

合板・製材・

集成材国際

競争力強

化・輸出促

進対策事業

１ 林業専用

道(規格相

当) 

(1)森林整備法人 

(2)選定経営体（県が選定した「意欲と能

力のある林業経営体」として育成を図る

林業経営体） 

１ 事業費 

県が路線毎に定めた路線区

分のうち区分Ｂ及び区分Ｃ

にかかる林業専用道(規格

相当)の開設に要する経費 

事業費から県合板・製材・集成材

国際競争力強化・輸出促進対策事

業費補助金を減じた額の 1/2 とす

る。 

 ただし、区分Ｂは 1，500 円／ｍ、区

分Ｃは 3,500 円／ｍを上限とする 



様式第１号 (第６条関係)

年度作業路網整備事業報告書

１ 事業の目的 

２ 作業路網整備事業実績

区分 
事業量

(ｍ) 

事業費 

(A)+(B)+(C)

事業に要し

た経費 

(A)+(B)+(C)

事業費の内訳 

備考 
県費 市費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 

計               

３ 事業完了年月日

４ 添付書類

（１）作業路網整備内訳書

（２）その他必要資料（施行地位置図、施業図等）

（３）県造林事業等しゅん工検査調書、事業完了写真等



様式第２号 (第６条関係) 

年度収支決算書

１ 収支決算

（１）収入の部

区分 決算額 備考 

計     

（２）支出の部

区分 決算額 備考 

計     


